
































































































































































































代表取締役　三重　花子 ○.○.○○
代表取締役と常勤役員等
（経営業務の管理責任者

等）の就任

■主たる営業所の専任技術者の変更

専任技術者の変更 鈴鹿　四郎 桑名　五郎 ○.○.○○ 本社

■専任技術者の有資格区分の変更

専任技術者の有資格区分
桑名　五郎

一級土木施工管理技士（附則第４条
該当）

桑名　五郎
一級土木施工管理技士

○.○.○○
登録解体工事講習
受講による変更

専
任
技
術
者

常
勤
役
員
等

（
経
営
業
務
の
管
理
責
任
者
等

）

○.○.○○
100分の5以上の株主（出
資者）に該当

■常勤役員等（経営業務の管理責任者等）のみ交代し、役員の就退任がない場合

役員等の氏名
（常勤役員等（経営業務管理

責任者等）の変更）
代表取締役　三重　太郎 取締役　三重　花子 ○.○.○○

常勤役員等（経営業務管
理責任者等）の交代

■代表取締役（常勤役員等（経営業務管理責任者等）を兼務）が退任し、従来の取締役が代表取締役（常勤役員等（経営業務管理責任者等））に就任する場合

○.○.○○
代表取締役と常勤役員等
（経営業務管理責任者等）

の退任

役員等の氏名
（常勤役員等（経営業務管理

責任者等）の変更）
代表取締役　三重　一郎 取締役　三重　一郎 ○.○.○○

代表取締役と常勤役員等
（経営業務管理責任者等）

の退任

■１００分の５以上の株式を保有（１００分の５以上を出資）するに至った場合

■１００分の５以上の株式を保有（１００分の５以上を出資）しなくなった場合

役
員
等

■取締役の就任

■取締役の退任

■代表取締役の交代（従来の代表取締役は取締役からも退任する場合）

■代表取締役の交代（従来の代表取締役は取締役になり、従来の取締役が代表取締役に就任する場合）

役員等の氏名 取締役　山田　一郎

役員等の氏名 志摩　次郎 ○.○.○○
100分の5以上の株主（出
資者）に非該当

役員等の氏名 伊勢　三郎

取締役の退任
（または辞任、死亡）

代表取締役の就任

役員等の氏名 代表取締役　三重　太郎 取締役　三重　太郎 ○.○.○○

○.○.○○

役員等の氏名 取締役　三重　花子

■取締役の改姓

役員等の氏名 山田　花子 三重　花子 ○.○.○○ 改姓

役員等の氏名 代表取締役　三重　太郎 ○.○.○○ 代表取締役の退任

代表取締役　三重　花子

代表取締役の就任

建設業法上の代表者 代表取締役　三重　太郎 代表取締役　三重　花子 ○.○.○○ 代表者の交代

役員等の氏名
（常勤役員等（経営業務の管

理責任者等）の変更）
代表取締役　三重　一郎

代表取締役の退任

○.○.○○

■代表取締役が１人から２人に増え、同時に建設業法上の代表者を交代する場合

○.○.○○ 代表取締役の就任

代表取締役　三重　花子役員等の氏名 取締役　三重　花子

役員等の氏名
（常勤役員等（経営業務管理

責任者等）の変更）
取締役　三重　花子 代表取締役　三重　花子 ○.○.○○

■代表取締役の交代（従来の代表取締役は取締役になり、従来の取締役が代表取締役に就任する）及び常勤役員等（経営業務管理責任者等）も交代する場合

代表取締役と常勤役員等
（経営業務管理責任者等）

の就任

役員等の氏名
（常勤役員等（経営業務管理

責任者等）の変更）
取締役　三重　花子

　　＜変更届出書（第一面の記載例）＞
届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日 備　　　　　考

役員等の氏名 取締役　島田　四郎 ○.○.○○ 取締役の就任

○.○.○○

役員等の氏名 取締役　三重　花子 代表取締役　三重　花子
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四日市営業所の新設

建築 土木・建築 ○.○.○○

令第３条に規定する使用人 松阪　八郎

■従たる営業所の業種を追加するとともに、追加業種を担当する専任技術者を追加する場合

専任技術者の追加

059-224-3290

専任技術者 松阪　九郎 ○.○.○○ 松阪営業所の廃止

■従たる営業所の業種の追加

専任技術者 四日市　七郎 四日市　七郎 ○.○.○○ 担当業種の追加

■主たる営業所の業種を廃止（一部廃業）するとともに、廃止業種を担当する専任技術者の担当業種を変更する場合

一部の業種の廃業 土木・建築 建築 ○.○.○○
本社の

一部廃業

■電話番号、ＦＡＸ番号の変更

資本金額 20,000,000円 30,000,000円 ○.○.○○ 増資

059-224-3560 ○.○.○○ 本社

専任技術者の削除 伊賀　六郎 ○.○.○○

そ
の
他

■資本金額の変更

ＦＡＸ

営業所の廃止 松阪営業所 ○.○.○○ 松阪営業所の廃止

営業所の業種 土木 土木・建築 ○.○.○○
四日市営業所の

業種追加

○.○.○○ 松阪営業所の廃止

専
任
技
術
者

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日 備　　　　　考

営業所の新設 四日市営業所 ○.○.○○ 四日市営業所の新設

営
業
所

■有限会社から株式会社に変更する場合

商号 三重土木有限会社 三重土木株式会社 ○.○.○○ 商号の変更

■専任技術者の所属営業所を入れ替える場合

鈴鹿　四郎 ○.○.○○

■従たる営業所の新設

■従たる営業所の廃止

四日市　七郎専任技術者 四日市営業所の新設○.○.○○

■商号の変更

本社

四日市営業所の
業種追加

営業所の業種

○.○.○○ 商号の変更

■営業所の所在地の移転

営業所の所在地
〒514-8570

津市広明町１３番地
〒514-0003

津市桜橋三丁目４４６番地３４号
○.○.○○ 主たる営業所の移転

四日市営業所

令第３条に規定する使用人 四日市　七郎 ○.○.○○

商号 三重土木株式会社 エム・アイ・イー土木株式会社

電話番号 059-224-2660 059-224-2723 ○.○.○○ 本社

専任技術者 伊勢　四郎 桑名　五郎

■従たる営業所における令第３条に規定する使用人の変更

令第３条に規定する使用人
四日市営業所長
四日市　七郎

四日市営業所長
四日市　三子

○.○.○○ 退職のため

四日市営業所

専任技術者 桑名　五郎 伊勢　四郎 ○.○.○○ 松阪営業所

○.○.○○
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許可年月日

（従たる営業所）

フリガナ     ヨッカイチエイギョウショ

（従たる営業所）

フリガナ     マツサカエイギョウショ

（従たる営業所）

フリガナ     イセエイギョウショ

清

清消

解

解

解

解

（

4

清

１．一般
２．特定

）

20

40

）

１．一般
２．特定

）

20

40

消

20

20

20

消

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

8 1

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

大 左 と 防しゆ

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

清
（

2 2

通 園 井タ 鋼 筋 舗しゆ板管 具 水ガ 塗 防 内 機 絶土 建 大 左 と

－

石 屋 電

電 話 番 号8 7

5 6 10

25 4030 35

105 15

都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

3

郵 便 番 号

3

従たる営業所の
所 在 地

8 6

23

23 25 30 35

営従 た る 営 業 所 の
8 4 伊 勢

名 称
業 所

3 5 10 15

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業
2 2

園絶 通防 井 具しゆ ガ 塗 内 機

－ 電 話 番 号

管 タ電 鋼 板舗筋

8 7

石 屋土

156 10

15

35

5 都道府県名

205

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

3

5

郵 便 番 号

35

市区町村名

40

4

10 153 5 20

所

20 25 30

（

（
水

05 －

具
１．一般
２．特定

4

5 10 15

）

舗 板 ガ 内 機 絶 通

１．一般
２．特定

筋鋼屋 電 管 タ石土 建
3

営 業 し よ う
8 3

松
名 称
従 た る 営 業 所 の

8

10

タ 鋼

1 9

建

23

3

8 8

土 大 屋石建 左 と 井しゆ 塗 通板 機

25

筋

市区町村名

35

5電 話 番 号 0 37 5 1 0 － 8 6 0

20

15

3 5 6 10 15

30 35 40

8 6 訪諏 町

8 5 2 4

10

都道府県名 三重県2 0 2

日 市
25 30

園 井 具 水塗 消

30

（第二面）
（用紙Ａ４）

項 番 3

（主たる営業所）

3 5

と す る 建 設 業
20

40

営 所8 4 業
20

15

10 15

5 10

四

3 5

3

23

3 5

23

1 － 5

ガ管 舗電

と す る 建 設 業

従 た る 営 業 所 の
名 称

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

郵 便 番 号

内
　
　
容 8

営 業 し よ う

従たる営業所の
所 在 地

変更前

3 5

23 25

阪 営 業
30

8 6

8

25 30

10

水大

2

左 と

2

区 分 8 1

従たる営業所の
所 在 地

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

2

項 番

2

13 155

大臣コード
知事

3 10 11

0 9 平成
般

－ ）第 9 9 94
国土交通大臣

（許 可 番 号 8 2 許可
三重県　知事

日
特

年 1 0 月号 0 19

－

2 8

変更前

25

15 20 25

園防 内 絶

30

四日市市

3 5 10 15 20 25 30

変更前 2 2

2変更前 2 2 2

3 5 10 15

15

20 25 30

2 8

届出の内容が
①主たる営業所または従たる営業所において営業しようとする建
設業の業種を変更する場合
②従たる営業所の名称または所在地に係る変更
③従たる営業所の新設または廃止の場合
に第二面が必要となります。

届出の内容が従たる営業所の所在地、電話番号、
営業しようとする建設業の変更の場合においては、
項番８４「従たる営業所の名称」の欄に変更のある営
業所の名称を記入したうえで、「内容」欄の変更する
項目に変更後の内容を記入します。
今回は所在地が変更されたことを想定して、変更後
の所在地、郵便番号、電話番号を記入します。

変更の場合

営業しようとする建設業の業種に変更がなけれ
ば、上段・下段ともに記入は不要です。

所在地

業種の追加

変更前、変更後の業種を記入します。

従たる営業所の所在地等に変更がな
ければ、記入は不要です。

業種の廃止

従たる営業所の所在地等に変更がな
ければ、記入は不要です。

変更前、変更後の業種を記入します。
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許可年月日

（従たる営業所）

フリガナ     オワセエイギョウショ

（従たる営業所）

フリガナ     クマノエイギョウショ

（従たる営業所）

フリガナ

20 25 303 5 10 15

15

変更前

変更前

3 5 10 15 20 25 30

30

尾鷲市

20 25

園防 内 絶

15

25

7

2 8

変更前

日
特

年 1 0 月号 0 194
国土交通大臣

（許 可 番 号 8 2 許可
三重県　知事

0 9 平成
般

－ ）第 9 9 9

13 155

大臣コード
知事

3 10 11

区 分 8 1

従たる営業所の
所 在 地

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

項 番

2

大 左 と 水

5

25 30

10

8 6

8

野 営 業
30

3 5

23 25

8

営 業 し よ う

従たる営業所の
所 在 地

変更前

ガ管 舗電

と す る 建 設 業

従 た る 営 業 所 の
名 称

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

郵 便 番 号

内
　
　
容

3 5

3

23

1 0 －

5 10

尾

3 5

3

23

8 4 所
20

15

10 15

40

業

（第二面）
（用紙Ａ４）

項 番 3

（主たる営業所）

3 5

と す る 建 設 業
20 30

具 水塗 消園 井

30

鷲 営
25

10

都道府県名 三重県2 0 9

8 6 央中 町

8 5 2 4

30 35 40

3 5 6 10 15 20

15

7 5 1 9 － 3 6 9

35

5電 話 番 号 0

4

-

25

筋

市区町村名

井しゆ 塗 通板 機土 大 屋石建 左 と

8 8 2 2

土 建

23

3

10

タ 鋼

6 9

営 業 し よ う
8 3

熊
名 称
従 た る 営 業 所 の

8

石土 建
3

筋鋼屋 電 管 タ

）

舗 板 ガ 内 機 絶 通

１．一般
２．特定

１．一般
２．特定

2

5 10 15 20 25 30

（

（
水

12 -

具

4

10 153 5 20

所
4035

市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

3

5

郵 便 番 号

5 都道府県名

2015

35

2010 156

8 7

石 屋

－ 電 話 番 号

管 タ電 鋼 板舗筋 防 井 具しゆ ガ 塗 内 機 園絶 通
営 業 し よ う

8 8
と す る 建 設 業

3 5 10 15

従 た る 営 業 所 の
8 4

名 称
23 25 30 35

3

従たる営業所の
所 在 地

8 6

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

3

郵 便 番 号

15

都道府県名 市区町村名

105

23 25 4030 35

5 6 10

電 話 番 号8 7

屋 電土 建 大 左 と

－

石 管 具 水ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井タ 鋼 筋 舗しゆ板 清
（営 業 し よ う

8 8
と す る 建 設 業

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

2 1

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

大 左 と 防しゆ

20

消

消

20

）

１．一般
２．特定

）

20

40

40

１．一般
２．特定

）

20

解

1

清

解

解

（

清

清消

解

2 8

営業所の新設または廃止の場合

主たる営業所の営業しようとする建設業の業種に変更
がなければ、上段・下段ともに記入は不要です。

従たる営業所の廃止する際、営業所の名所
のみ記入し、営業しようとする建設業の業種
及び所在地の情報は記入不要です。

営業所の新設

営業所の廃止

従たる営業所を新設する場合は、「３．従たる営業所
の新設」、従たる営業所を廃止する場合は、「４．従た
る営業所の廃止」を記入します。

従たる営業所の追加する際、営業所の情報や
営業しようとする建設業の業種を記入します。

190



様式第二十二号の三（第十条の二関係）

（１）　建設業法第７条第１号に掲げる

（２）　建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号 ので届出をします。

三重県津市桜橋３丁目４４６番３４号
エム・アイ・イー土木株式会社

殿

許可年月日

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

具体的事由

16 18

14 16 18

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ８

　　 に掲げる基準を満たさなくなつた
（３）　専任の技術者を削除した

下記のとおり、

（４）　欠格要件に該当するに至つた

届　　　　　　　出　　　　　　　書

　　　基準を満たさなくなつた

コード
知事

113

地方整備局長
北海道開発局長
三重県　知事

項 番

５ １

13 15

届 出 者

5 10

       代表取締役　三重太郎

大臣

9 9 号
特

令和　3　年　1 月　20　日

2 4
国土交通大臣

許可許 可 番 号 0 月第 0
般

平成 2 89

５ 生年月日 2S

記

0 1

143

－ ） 日年 1

2月

9 9

4

13

　　　　　　　　　　　　　(1)　建設業法第７条第１号に掲げる基準〔経営業務の管理責任者等〕を満たさなくなつた場合

三重県　知事

5

（

10

年 0 4

18

1

16

日

18

太 郎

3 5

　　　　　　　　　　　　　(2)　建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号に掲げる基準〔専任の技術者〕を満たさなくなつた場合
　　　　　　　　　　　　　(3)　専任の技術者を削除した場合

重

勢

13

２ 三

14 1610

0

氏 名

三 郎氏 名 ５ ３ 伊 生年月日 24 日5月

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

S 0年 5

土、と、舗本　社

3 5 10 14

氏 名 ５ ３

10

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

年生年月日

氏 名 ５ ３

3 5

月生年月日 日

　　　　　　　　　　　　　(4)　建設業法第８条第１号及び第７号から第13号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合

13

13

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

年

日月

2 8

該当する番号を
○で囲みます｡

不要の文字を消します｡

姓と名の間を１マス空けます｡

欠格要件に該当した場合は
理由を具体的に書きます｡

当該技術者が専任技術者となって
いた業種を略号で書きます｡

この届出書は、許可を受けている建設業の一部業種を廃業する場合など、既に証明さ
れている常勤役員等（経営業務の管理責任者等）又は専任技術者を削除する場合や経
営業務の管理責任者としての経験年数が５年以上となった者がいるため複数いる常勤
役員等を一人にする場合、一部の営業所を廃止したため、そこに置いていた専任技術
者が不要となった場合にに作成します。
一部業種を廃業する場合には、廃業届（Ｐ１９２）と本届出書を同時に提出する必要があ
ります。
なお、専任技術者の交替に伴う削除の場合は、この様式ではなく様式第八号（Ｐ１２８
～）を提出してください。
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様式第二十二号の四（第十条の三関係）

三重県津市桜橋３丁目４４６番３４号
エム・アイ・イー土木株式会社

許可年月日

【備考】
令和　2　年　12　月　31　日

（１）　許可に係る建設業者が死亡したため

（２）　法人が合併により消滅したため

（３）　法人が破産手続開始の決定により解散したため

（４）　法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したため

（５）　許可を受けた建設業を廃止したため

その役員であった者

その相続人

届出をすべき者

法人であるときは代表者
（代表者が届出できない場合は代表

者以外の役員）
個人であるときはその事業主本人

その清算人

その破産管財人

廃 業 等 の 理 由

日

廃業等の年月日

年 月

7

決裁年月日 ５ ９ 令和

行政庁側記入欄
整理区分

５ ８

3

５
届 出時に許 可を
受けている建設業

（
１．一般
２．特定

）

2

水 消井 具防 内 清

廃 止した建 設業 ５ ６

通 園機 絶しゆ板 ガ 塗タ 鋼 筋 舗

記

土 建 大 左 と 石 屋 電 管

1 日
三重県　知事 特

1 0 月 0平成 2 8 年

5 10

9 9 9 号0 9 9

）
２．一部の業種の廃業

3

届 出 の 区 分 ５ ４

13 15

廃　　　業　　　届

下記のとおり、建設業を廃止したので届出をします。

令和　3年　1月　20日

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ９

大臣
知事

コード

届出者

3

2 （
１．全部の業種の廃業

－
国土交通大臣

許可（
般

第）

5 10 15 20 25 30

2

3

3 5

2 1

（２）

（３）

（４）

（５）

７ 2

廃業等の理由

（１）

項 番

許 可 番 号 ５ ５ 2 4

　　　　　代表取締役　三重太郎

解

地方整備局長
北海道開発局長

三重県　知事 殿

11

2 8

不要の文字を消します｡

太枠内は記入しないでください｡

今回廃業する業種を上段に

これを含めた現在許可を有し

いる全ての業種を下段に

一般「１」、特定「２」で記入し
ます｡

一部廃業の場合、専任技術者を削除または変更する届出を
同時に提出してください。
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１２．代理申請の記載例 

 

※行政書士による代理申請等の取扱いについて、P８９もご参照ください。 
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※       令 和   年   月   日 

※ 許 可 番 号  三 重 県 知 事     第     号 

※ 許可建設業の種類 

                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
 

          建設業許可申請書 
 
 
 

 
住 所 津市桜橋３丁目 446番 34号 
会社名又は 
商 号 
代表者氏名 代表取締役 三重太郎 

 

行 政 書 士 行政一郎 
代 理 人  事務所所在地 三重行政書士事務所 

 津市栄町６丁目１ 
電 話 番 号 059-123-4567 

一 般 
特 定 

申 請 者 エム・アイ・イー土木株式会社 

許 可 
年 月 日 

※は記入しないでください。 

一般、特定のどちらか一方のみの許可を受ける場合、 
不要の文字を消します。 
一般、特定の両方を受ける場合はどちらも消しません。 
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行政庁側記入欄
許可年月日

１．す　る
般・特新規＋業種追加 般・特新規＋業種追加＋更新 ２．しない

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

旧許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者については別紙による。
連絡先

12 0 4 0 0 00 （千円） 5 0 0 0

25

法人又は個人の別 （ ） 2 0 0 0

大

10 13 15

フ ァ ッ ク ス 番 号

15

土 石

5

解

059-224-3290

三　重　県　

20

津　市

20

橋 3 －

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

業 種 追 加 ＋ 更 新 許可の有効
７．般 ・ 特 新 規 ＋ 更 新 4

項 番

（ ）

1 （ ）

1

左 管屋 電

期間の調整
８．

年

と 塗 防 内

3 7

９．

）

月

４．

更 新

3

許可

4

２．許 可 換 え 新 規

3

      代表取締役　三重太郎

15

知事

国土交通大臣
（

10

号

11

令和　３　年　１　月  ２０　日

　　　三重県津市桜橋３丁目４４６番３４号
　　　エム・アイ・イー土木株式会社北海道開発局長

地方整備局長

　　　　三重行政書士事務所
        行政書士　　　行政一郎
代理人　事務所所在地　津市栄町６丁目１

三重県　知事 申請者殿

１

5

特
第

般
－ 日令和 月年

令和

2 2

建

０

（用紙Ａ４）

建　設　業　許　可　申　請　書

この申請書により、建設業の許可を申請します。

１０００

様式第一号（第二条関係）

業 種 追 加

５．

１．新 規

日

３．般 ・ 特 新 規 ６．
5

０ ２

０

０

３

０ ４

（30

清絶 通 園 井 水 消機 具舗 板しゆ ガタ 鋼 筋

2

５

3

エ

15 20 25

5 10 15 20

０ ６

０

ー ド ボ クム ア イ イ
23 25 30 35 40

20

エ ム ・ ア イ ・ ー 土０ ７ 木 （ 株 ）
23 25 30 35 40

10 15

０ ８

5 20

ミ エ タ ロ ウ

０ ９

3 5 10

０

支配人の氏名

4 4 6 －

5

１ １

3

桜 3 4

10

30 35 40

１ ２ 5 9 ー

（１．大臣許可→知事許可　　２．知事許可→大臣許可　　３．知事許可→他の知事許可）

１ ３ 1

１ ４

3
建設業以外に行つている営業の種類

１ ６ ）旧 許 可 番 号

3

般
－

11 13

大臣コード
知事

3

年

15

4

電話番号       059-123-4567

日
知事 特

月

10

0

10

不動産業

2

15

電 話 番 号3

国土交通大臣
許可（

5

第 号 令和

所属等       申請代理人 氏名   行政書士　　行　政　一　郎

3

三

3

23

2 4

25

5 10

太

13

1

3 5

大臣

3

コード

知事

ファックス番号    059-999-0000

市区町村名

0

主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

主たる営業所の
所 在 地

5 1 －

許可換えの区分

5 6

0 0 0

兼 業 の 有 無

１ ５

20

6 02 2 4 ー 2 6

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

郵 便 番 号

都道府県名

商 号 又 は 名 称

代表者又は個人
の氏名のフリガナ

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

0

重

2１

１．一般
２．特定

郎

3 15

イ

）

許 可 番 号

申 請 の 区 分

申 請 年 月 日

と す る 建 設 業
許可を受けよう

3 5 10
申請時において
既に許可を受けて
い る 建 設 業

許可を受けて営業しようとする
建設業を一般「１」、特定「２」で記入。

濁音、半濁音は１文字

現在有効な許可業種について書きます。
更新の場合は上段の項番０４と一致します。

法人の場合の略号
株式会社 （株）
特例有限会社 （有）
合資会社 （資）
合名会社 （名）
合同会社 （合）
協同組合 （同）
協業組合 （業）

個人の場合で支配人を選任し
法務局に登録してある場合
のみ書きます。

姓と名の間を１マス空けます。

市町コード（P１３２参照）を記入します。

主たる営業所の所在地で

市町に続く町名以下を記入します。

「丁目」、「番」、「号」等は

－（ハイフン）で記入します。

市外局番、局番、番号を
それぞれ－（ハイフン）で区切り、
左詰で記入します。

申請時の資本金を右詰めで記入します。
個人事業主の方は書く必要がありません。

兼業がある場合は「１」と記入し、その内容
を書きます。
ない場合は「２」と記入し、「なし」と書きます。

申請しようとする行政庁以外で現在有効な
許可を受けている場合は記入します。

この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請書の
内容に係る質問等に応答できるものの氏名、連絡先を記載

主たる営業所の所在地、

商号又は名称及び氏名を記入。

この申請書により既に許可
を受けている建設業の全部
を一本化する場合は「１」を
記入し、そうでない場合は
「２」を記入します。
新規の場合は空欄にします。

国税庁から指定・通知された１３桁の法人番号を
書きます。
なお、個人事業主の方は書く必要がありません。

不要の文字
を消します。

太枠内は記入
しないでくださ

職 印
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〈委任状モデル〉 
 

委 任 状 
 

行政書士 行  政  一  郎 
登録番号 ９９９９９９９９ 
事 務 所  三重行政書士事務所 
 津市栄町６丁目１ 
電話番号 ０５９－１２３－４５６７ 
Ｆ Ａ Ｘ  ０５９－９９９－００００ 

 
上記のものを代理人と定め、下記の権限を委任します。 
 
委任事項 
委任の範囲の記載例 
 
１「建設業許可申請」の場合 

建設業許可申請に関する申請書類作成及び申請代理、訂正・補正、許可 
通知書の受領等 

 
２「変更等の届出」の場合 

建設業法の規定に基づく変更等の届出に関する書類作成及び提出、訂正・補
正、副本の受領等 

 
３「廃業等の届出」の場合 

建設業法の規定に基づく廃業等の届出に関する書類の作成及び提出、訂正・
補正、許可取消通知の受領等 

 
 
 

令和３年１月２０日 

委 任 者  
住 所 津市桜橋３丁目４４６番３４号 
氏 名       エム・アイ・イー土木株式会社 

（商号・代表者）   代表取締役 三重太郎       
電話番号 ０５９－２２４－２６６０ 
Ｆ Ａ Ｘ ０５９―２２４―３２９０ 
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